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新しい地域包括支援体制の構築 

 
○ これまで、高齢者施策における「地域包括ケアシステム」の構築、生活困窮者に対する「生活困窮者自立支援制度」の創設な
ど、各制度においても、支援の包括化や地域連携、ネットワークづくりを推進している。  

○ 今後とも、地域包括ケアシステムなどを着実に進めつつ、こうしたコンセプトの適用をさらに拡げ、多様なニーズを 
  掬い取る「全世代・全対象型地域包括支援体制」を構築していく。 

地域包括ケアシステム 
 

（住まい・医療・介護・予防・生活支援 
を一体的に提供） 

高齢者 

生活困窮者自立支援制度 
 

（包括的な自立支援を提供） 

生活困窮者 
難病患者・がん患者 

の就労支援 

障害が疑われる者 

若年認知症・ 
高次脳機能障害 

全世代・全対象型 
地域包括支援体制 

 

すべての人が、 

年齢や状況を問わ

ず、その人のニーズ

に応じた適切な支援

が受けられる「地域

づくり」を進める 

その他各制度における取組 

高齢化 
 

人口減少 

家族のあり方や地
域社会が変容 

壮年の引きこもりと 
老親が地域で孤立 

ネットワーク 
づくり 

支援の包括化 

地域連携 

1 

第１回地域力強化 

検討会資料 



地域における住民主体の課題解決・包括的な相談支援体制のイメージ 

市
町
村 

小
中
学
校
区 

民生委員・児童委員 

地域課題の把握 地域活動を行う人材の発掘、育成  
 → 生涯現役社会の実現 

地域活動を行う地区社協、福祉委員会等 

ご近所、自治会 

地域の社会資源 
（ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻｰﾋﾞｽ等） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、PTA、老人ｸﾗﾌﾞ、子ども会、NPO 等 

様々な課題を抱える住民 
（生活困窮、障害、認知症等） 

相互連携／生活支援コーディネーター、CSW等による
バックアップ（住民による地域活動の体制強化） 

雇用 

児童 

障害 

高齢 

福祉のみならず、多機関・
多分野に渡る支援機関の
ネットワーク構築。支援内
容の調整等 

Ａ地区 

生活困窮 

 地域包括支援センター、社会福祉
協議会、地域に根差した活動を行う
NPOなどが中心となって、小中学校
区等の住民に身近な圏域で、住民
が主体的に地域課題を把握して解
決を試みる体制づくりを支援し、
2020年～2025年を目途に全国展開
を図る。その際、社会福祉法人の地
域における公益的な活動との連携も
図る。 
 
 共助の活動への多様な担い手の
参画と活動の活発化のために、寄附
文化の醸成に向けた取組を推進す
る。 

（平
成
28
年
6
月
２
日
閣
議
決
定
） 

ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン  育児、介護、障害、貧困、さらには

育児と介護に同時に直面する家庭
など、世帯全体の複合化・複雑化し
た課題を受け止める、市町村におけ
る総合的な相談支援体制作りを進め、
2020年～2025年を目途に全国展開
を図る。 

相談支援包括化推進員※ 

※平成28年度モデル

事業（多機関の協働に
よる包括的支援体制
構築事業）で実施 

平成28年７月15日 
第１回 「我が事・丸ごと」
地域共生社会実現本部 

資料（一部修正） 
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地域では解決できない課題 

包括的・総合的な 
相談支援体制の確立 
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論点２～４の議論のための全体像イメージ 

H28多機関 
協働事業 

市町村 

様々な課題を 
抱える住民 

A地区 

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり 

農業 

高齢 
障害 

自立相談 
支援機関 

児相 

児童 

司法 

住まい 

家計 

病院 

医療 

教育 

保健 

雇用･就労 

ガン･難病 

発達障害 

自治体によっ
ては一体的 

相談支援 
包括化推進員 

 

住民が主体的に地域課題を把握して解決
を試みる体制づくりを支援する 

複合課題の 
丸ごと 

NPO 

ボラン
ティア 

ご近所 
民生委員・ 
児童委員 

PTA 

子ども会 

自治会 

別紙 
C地区 

B地区 

住
民
に
身
近
な
圏
域
 

市
町
村
域
 

世帯の 
丸ごと 

とりあえずの 
丸ごと 

【論点２】なぜ「小中学校区等の住民に身近な圏域で、住
民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制」
が必要なのか。 
○対象に関わらない家庭全体の課題は、住民に近い地域であるから発
見できるのではないか。 
○居場所や役割を持つ場所は、地域の中で、住民や様々な資源と協働
してこそ作っていけるものではないか。 
○個人の課題を「他人事」とせず、「我が事」として受け止める機運を醸成
するためには、子どものころからの福祉教育や住民が社会福祉を学ぶ
機会を作ったり、住民も一緒になって課題解決を図るプロセスが必要で
はないか。 
○孤独や孤立の解消は地域との関わりを持つ事で実現されるのではない
か。 
○災害時にも地域の支え合いは不可欠なのではないか。 

【論点３】「目指すべき地域」のために、地域においてどの
ような機能が必要か。 
○以下のような機能を有する場が住民に身近な地域に必要なのではな
いか。 

 ・ 高齢・障害・子育て・生活困窮・孤立・孤独・健康・就労など、その人
や家庭が持つ相談ごとを何でも受け止める 

 ・ 自ら窓口に足を運ばなくても問題を把握してくれる 
 ・ 制度を活用するだけではなく、「制度のはざま」の課題に対しても、地
域住民や地域の様々な資源と協働して、課題の解決を図ることがで
きる 

 ・ 個々人に対する支援が地域の課題解決の経験として蓄積され、同じ
課題を持つ人を支えられる地域づくりに還元される 

 ・ 地域全体を見る視野を持ち、他分野と協働して地域づくりにもつなげ
ていける 

○このような機能を誰が担うか。求められる資質は何か。 
○このような機能を支えるためには、各分野の相談支援機関が連携して
対応する包括的な相談支援体制が必要なのではないか。 
☆ 生活支援コーディネーターとの関係に留意が必要 

【論点４】多機関の協働による包括的支援体制をどのよう
に作っていくか。 
○多機関が協働する必要性、協働するために必要となること 
○協働の中心となる役割をいずれの機関が担うか。 
○自治体の組織体制としても、高齢、障害、子ども、生活困窮等の各分
野が連携できる体制を作っていく必要があるのではないか。  

市町村における 
総合的な 

相談支援体制作り 
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明らかになったニーズに、 
寄り添いつつ、つなぐ バックアップ 
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地域への関わり（多） 

（少） 

福
祉
へ
の
関
わ
り
（
多
） 

（
少
） 

Ｄ Ｃ 

Ｂ Ａ 

働
き
か
け 

「住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり」 
（議論のための試みのイメージ） 

別紙 

福祉への関わり 
地域への関わり 
いずれも多い 

福祉への関わりは
多いが、地域への
関わりは少ない 

福祉への関わりは
少ないが、地域へ
の関わりは多い 

福祉への関わり 
地域への関わり 
いずれも少ない 

住民が主体的に地域課題を把握して
解決を試みる体制づくり 

住民が主体的に地域課題を把握して解決
を試みる体制づくりを支援する 
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≪例≫ 
(B)：企業や経済団体、まちづくりを
目的とした団体などへの働きかけ。 

(C)：福祉サービスを利用する「受け
手」を「支え手」にする取組み。 

(D)：ひとり暮らしや、結婚や子育て
を機に転入してきた者への働きかけ。
社会的孤立状態にある者への居場所
や就労の機会の創出。 

○「住民が主体的に地域課題を
把握し、解決を試みる体制づ
くり」のためには、 

 「地域への関わり」    
 「福祉への関わり」  
 のいずれもが多い領域（Ａ）
を増やしていくことが必要で
はないか。 

○その際、（Ｂ）領域、（Ｃ）
領域、（Ｄ）領域それぞれの
共感を得る働きかけをしてい
く必要ではないか。 

A地区 
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